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昔
の
農
業
に
関
す
る
写
真
を
募
集

　

農
業
へ
の
関
心
を
高
め
る
た
め
、

昔
の
農
業
に
関
す
る
写
真
を
募
集
し

ま
す
。
集
ま
っ
た
写
真
は
45
回
目
の

節
目
を
迎
え
る
門
真
市
農
業
ま
つ
り

の
ブ
ー
ス
で
展
示
し
ま
す
。

募
集
す
る
写
真

　

約
45
年
前
の
農
作
業
や
農
作
物
の

収
穫
の
様
子
が
分
か
る
も
の

募
集
方
法

　

10
月
１
日
㈫
～
18
日
㈮
に
農
業
委

員
会
事
務
局
（
市
役
所
別
館
３
階

）
へ
持
参

※
そ
の
場
で
写
し
を
取
り
、
写
真
は

返
却

◆
第
45
回
門
真
市
農
業
ま
つ
り

と
き　

11
月
９
日
㈯

　

午
前
９
時
～
正
午

と
こ
ろ

　

Ｊ
Ａ
北
河
内
門
真
中
央
支
店

問
合
先　

農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
３
１
７

市
役
所
内
の
銀
行
が

10
月
１
日
㈫
か
ら
替
わ
り
ま
す

　

市
の
指
定
金
融
機
関
が
交
替
と
な

り
、
市
役
所
別
館
１
階
の
銀
行
が
三

井
住
友
銀
行
か
ら
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

に
替
わ
り
ま
す
。

問
合
先　

会
計
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
８
４
９

門
真
市
文
化
の
日
式
典

　

市
政
の
発
展
に
貢
献
し
、
功
績
が

認
め
ら
れ
た
人
を
表
彰
し
ま
す
。

と
き　

11
月
３
日
㈷

　

午
前
10
時
か
ら

と
こ
ろ　

ル
ミ
エ
ー
ル
ホ
ー
ル

※
式
典
後
、
市
公
式
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
チ
ャ
ン
ネ
ル
で
当
日
の
様
子
を

配
信
予
定

問
合
先　

秘
書
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
３
６

第
２
回

門
真
市
上
下
水
道
事
業
経
営
審
議
会

と
き　

10
月
31
日
㈭

　

午
後
３
時
か
ら

と
こ
ろ　

門
真
中
町
ビ
ル

　

（
会
議
室
Ｃ
・
Ｄ
）

内
容

　

公
共
下
水
道
事
業
経
営
戦
略
（
改

定
版
）
（
案
）
な
ど

問
合
先　

経
営
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
３

入
札
・
見
積
参
加
資
格
審
査

申
請
受
付
開
始

受
付
内
容

①
令
和
７
～
10
年
度
一
般
委
託
・
物

品
（
新
規
）

②
令
和
７
～
８
年
度
測
量
・
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
（
追
加
）

第
７
回
ふ
る
さ
と
門
真
ま
つ
り

に
む
け
た
実
行
委
員
会
参
画
団

体
の
募
集

募
集
団
体

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体

◦
市
内
で
活
動
す
る
公
益
活
動
団
体

な
ど

◦
市
か
ら
の
補
助
金
・
交
付
金
な
ど

を
受
け
、
市
と
の
協
働
事
業
に
携

わ
る
団
体
な
ど

◦
事
業
の
実
施
に
必
要
と
実
行
委
員

会
が
認
め
る
者

申
込
方
法

　

10
月
１
日
㈫
～
11
日
㈮
に
登
録
票

を
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
持
参

※
持
参
の
場
合
は
平
日
の
み

※
登
録
票
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

申
込
・
問
合
先

　

地
域
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
３
４

　

FAX
０
６（
６
９
０
２
）４
９
３
５

　

 kik02@city.kadoma.osaka.jp

③
令
和
７
年
度
建
設
工
事
（
追
加
）

申
請
方
法

　

10
月
１
日
㈫
～
11
月
30
日
㈯
に
申

請
書
類
を
郵
送
（
消
印
有
効
）

※
申
請
書
類
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

※
①
の
申
請
は
、
昨
年
度
ま
で
の
申

請
方
法
か
ら
変
更
し
、
業
者
登
録

受
付
シ
ス
テ
ム
の
入
力
が
必
要

※
②
③
の
申
請
に
は
業
者
登
録
受
付

シ
ス
テ
ム
の
入
力
が
必
要

※
詳
し
く
は
10
月
１
日
㈫
に
公
開
す

る
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先

　

総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
７
４
６

　

経
営
総
務
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
３

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請

◆
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

　

申
請
書
の
記
入
補
助
や
写
真
撮
影

を
行
い
、
ポ
ス
ト
に
投
函
す
れ
ば
完

了
と
な
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

と
き
（
10
月
）
・
と
こ
ろ

◦
５
日
㈯
・
26
日
㈯
・
27
日
㈰
…
南

部
市
民
セ
ン
タ
ー

◦
６
日
㈰
…
市
役
所
別
館
１
階

◦
18
日
㈮
・
19
日
㈯
…
高
齢
者
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー

※
時
間
は
午
前
10
時
～
午
後
４
時

対
象

　

市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人

持
ち
物

　

本
人
確
認
書
類

※
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
交
付
申
請
書
や

通
知
カ
ー
ド
を
持
参
す
れ
ば
ス
ム

ー
ズ
に
手
続
き
可

◆
出
張
申
請
受
付

　

必
要
書
類
が
揃
っ
て
い
る
場
合
、

郵
送
で
受
け
取
り
が
で
き
ま
す
。

と
き
（
10
月
）
・
と
こ
ろ

◦
６
日
㈰
…
市
役
所
別
館
１
階

門
真
市
第
６
次
総
合
計
画

改
訂
版
（
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募
集

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
は
計
画
へ
の
反

映
を
検
討
し
た
後
、
意
見
概
要
と
意

見
に
対
す
る
考
え
方
を
公
表
し
ま
す
。

※
意
見
は
原
則
公
開
。
意
見
へ
の
直

接
の
回
答
は
な
し

※
意
見
書
の
提
出
方
法
な
ど
詳
し
く

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

閲
覧
・
募
集
期
間

　

10
月
４
日
㈮
～
25
日
㈮

閲
覧
場
所

　

企
画
課
、
市
情
報
コ
ー
ナ
ー
、
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
南
部
市
民
セ

ン
タ
ー
な
ど

対
象

　

市
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
人
、
市

内
に
事
業
所
が
あ
る
法
人
ま
た
は

団
体

◦
27
日
㈰
…
南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

※
時
間
は
午
前
10
時
～
午
後
２
時

定
員　

各
30
人
（
先
着
順
）

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

市
民
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
８
３

ス
マ
ホ
な
ん
で
も
相
談
窓
口

開
設
日
時

　

平
日
の
月
・
水
・
金
曜
日

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時
30
分

と
こ
ろ

　

市
役
所
別
館
１
階
特
設
ブ
ー
ス

相
談
内
容

　

電
話
の
か
け
方
・
取
り
方
、
写
真

の
撮
り
方
、
地
図
ア
プ
リ
・
市
公

式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
・
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル

の
使
い
方
な
ど

費
用　

無
料

予
約
方
法　

電
話

予
約
・
問
合
先

　

ス
マ
ホ
な
ん
で
も
相
談
窓
口

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
７
８
５

※
受
付
時
間
は
開
設
日
時
と
同
じ

門
真
市
ス
マ
ホ
教
室

と
き　

10
月
24
日
㈭

　

午
前
10
時
か
ら
、
午
後
１
時
か
ら
、

午
後
３
時
か
ら

※
各
回
90
分
。
す
べ
て
同
じ
内
容

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
容

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
閲
覧
、
市
公
式

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
友
だ
ち
登
録
、
オ
ン

ラ
イ
ン
申
請
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
の
利
用
方
法
な
ど

費
用　

無
料

※
通
信
費
は
自
己
負
担

対
象　

市
在
住
で
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
を
利
用

す
る
人

講
師　

㈱
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
Ｉ

申
込
方
法

　

10
月
１
日
㈫
～
17
日
㈭
に
電
話

※
問
合
番
号
「
６
０
３
０
」
と
申
請

申
込
・
問
合
先

　

㈱
Ｈ
Ｏ
Ｎ
Ｋ
Ｉ

　

☎
０
１
２
０（
１
２
１
）５
２
５

※
受
付
は
平
日
午
前
10
時
～
午
後
５

時

相
談
員

　

人
権
擁
護
委
員

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

◆
人
権
擁
護
委
員
会
特
設
人
権
相
談

と
き
（
10
月
）
・
と
こ
ろ　

◦
７
日
㈪
…
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

◦
18
日
㈮
…
高
齢
者
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー

※
時
間
は
す
べ
て
午
前
９
時
30
分
～

正
午

相
談
員

　

人
権
擁
護
委
員

◆
共
通

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
直
接

申
込
・
問
合
先

　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

人
権
に
関
す
る
相
談

　

日
常
生
活
に
お
け
る
悩
み
ご
と
な

ど
に
相
談
員
が
親
切
に
応
対
し
ま
す
。

◆
人
権
相
談
員
に
よ
る
相
談

と
き　

平
日

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
５
時
30
分

と
こ
ろ

　

相
談
室
３
（
市
役
所
別
館
３
階
）

相
談
員　

市
人
権
協
会
相
談
員

◆
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
相
談

と
き

　

第
２
・
第
４
水
曜
日

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

※
祝
日
は
除
く

と
こ
ろ

　

相
談
室
１
（
市
役
所
別
館
３
階
）

10
月
は
「
大
阪
府
部
落
差
別
事

象
に
係
る
調
査
等
の
規
制
等
に

関
す
る
条
例
」
啓
発
推
進
月
間

　

部
落
差
別
事
象
の
発
生
を
防
止
し
、

基
本
的
人
権
を
守
る
た
め
、
部
落
差

別
事
象
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ

る
個
人
・
土
地
に
関
す
る
事
項
の
調

査
、
報
告
な
ど
の
行
為
を
規
制
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
戸
籍
謄
（
抄
）
本
・
住
民

票
は
、
原
則
と
し
て
本
人
以
外
は
弁

護
士
や
司
法
書
士
な
ど
が
職
務
目
的

で
入
手
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

委
任
状
の
偽
造
な
ど
に
よ
る
不
正
取

得
は
違
法
行
為
で
す
。

問
合
先　

府
人
権
擁
護
課

　

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
２
８
２

ス
ギ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱
と

災
害
時
に
お
け
る
生
活
物
資
の

供
給
等
に
関
す
る
協
定
を
締
結

締
結
日　

８
月
21
日

　

こ
の
協
定
に
よ
り
、
大
規
模
災
害

が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
、
ス
ギ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
㈱
の
協
力
を
得
て
、

調
達
可
能
な
食
料
や
日
用
品
な
ど
の

供
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
合
先　

危
機
管
理
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
１
２

自
助
・
共
助
の

防
災
訓
練
を
め
ざ
し
て

市
総
合
防
災
訓
練

と
き

　

12
月
１
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
０
時
15
分

と
こ
ろ

　

市
民
プ
ラ
ザ

訓
練
内
容

◦
体
験
型
訓
練
…
簡
易
担
架
作
成
体

験
、
応
急
手
当
体
験
、
Ａ
Ｒ
に
よ

る
仮
想
災
害
体
験
な
ど

◦
展
示
ブ
ー
ス
…
自
衛
隊
に
よ
る
炊

出
し
訓
練
、
気
象
庁
、
そ
の
他
防

災
関
係
企
業
の
活
動
Ｐ
Ｒ
な
ど

◦
講
演
会
…
学
識
経
験
者
に
よ
る
「

地
震
に
対
す
る
事
前
の
備
え
」

※
駐
車
台
数
に
限
り
あ
り

意
見
書
の
提
出
方
法

　

様
式
は
自
由
。
案
件
名
・
住
所
・

氏
名
・
連
絡
先
を
記
入
し
て
、
意

見
箱
に
投
函
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
、

電
子
フ
ォ
ー
ム
、
直
接
ま
た
は
郵

送
（
必
着
）

提
出
・
問
合
先

　

企
画
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
７
２

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

　

 kik01@city.kadoma.osaka.jp

も
り
か
ど
Ｅ
Ｃ
マ
ー
ケ
ッ
ト

２
０
２
４

　

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
に
取
り
組
む
地

域
の
事
業
所
を
応
援
す
る
、
も
り
か

ど
Ｅ
Ｃ
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
２
０
２
４
年

度
版
を
公
開
し
ま
し
た
。

　

地
域
の
お
店
の
人
気
商
品
や
サ
ー

ビ
ス
、
門
真
市
・
守
口
市
の
ふ
る
さ

と
納
税
を
紹
介
し
、
そ
の
場
で
購
入

・
予
約
・
寄
附
が
で
き
る
便
利
な
サ

イ
ト
で
す
。

※
ふ
る
さ
と
納
税
の
制
度
上
、
在
住

す
る
市
の
返
礼
品
は
受
け
取
り
不

可
問
合
先

　

守
口
門
真
商
工
会
議
所
中
小
企
業

相
談
所

　

☎
０
６（
６
９
０
９
）３
３
０
３

もりかどＥＣ
マーケットは
こちら

↑

防

災

お
知
ら
せ

人

権
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